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 総務省HPトップページに「電気通信消費者情報コーナー」へのリンクを新設しました。

消費者保護関連ページの見直し

総務省HP トップページに
「電気通信消費者情報コーナー」への
リンクを新設



2消費者保護関連ページの見直し

（ページ中略）

携帯電話販売代理店に
関する情報提供窓口
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 同コーナー内の「消費者保護ルール」ページに
⑴ 消費者保護ルールの解説図
⑵ 制度改正（7/1施行）の特集コンテンツ を新設。

消費者保護関連ページの見直し

⑴ 消費者保護ルールの概要を解説する図を追加。



4消費者保護関連ページの見直し

⑵ 制度改正（7/1施行）の特集コンテンツを追加。

① 制度改正のポイント
1．電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
2．利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じる
ことの義務化

3．解約に伴い請求できる金額の制限

② 解説漫画コンテンツへのバナー

③ 改正電気通信事業法施行規則Q＆A
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